
労働基準法施行規則第35条専門検討会開催要綱 

 

１ 開催目的 

労働基準法施行規則別表第１の２（以下「労基則別表第１の２」という。）及びこれ

に基づく告示は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償の義務の履行の確保

を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る請求権の行使をより容易にする重要な役

割を果たしている。 

  また、労基則別表第１の２に掲げる業務上疾病の範囲については、労働環境の変化に

伴い新たな要因による疾病が生じうることから、昭和53年に行われた現行規定への改正

以降、定期的に医学専門家による検討を行っているところである。 

前回検討を行った平成21年度以降、新たな化学物質による疾病について「労働基準法

施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」（以下「分科会」とい

う。）を開催して検討を行っていたところであり、平成25年３月に同分科会の検討結果

が取りまとめられたほか、印刷事業場で発生した胆管がんといった新たな業務上疾病の

発生がみられること等から、厚生労働省労働基準局労災補償部長が医学の専門的知識を

有する者を参集し、最新の医学的知見に基づき、労基則別表第１の２に掲げる業務上疾

病の範囲についての検討を行うものとする。 

 

２ 検討会の構成及び検討事項 

⑴  検討会の構成 

ア 本検討会は、別紙の臨床医学、病理学、衛生学等の医学専門家を参集者とする。 

イ 本検討会には、座長をおき、検討会を統括する。 

ウ 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼す

ることができる。 

⑵ 検討事項 

ア 平成25年３月に取りまとめられた分科会の検討結果を踏まえ、新たに労基則別表

第１の２に追加すべき疾病の有無等を検討する。 

イ  「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の検討結果を踏ま

え、新たに労基則別表第１の２に追加すべき疾病の有無等を検討する。 

ウ 平成22年にILO第194号勧告の職業病リストに新たに追加された疾病のうち、分

科会で検討を行った疾病以外の疾病について、新たに労基則別表第１の２に追加す

べき疾病の有無等を検討する。 

  

３ その他 

⑴   本検討会は、原則として公開とする。ただし、検討事項に個人情報等を含み、特定

の個人の権利又は利益を害するおそれがあるときは非公開とする。 

⑵   上記⑴ただし書の場合において、本検討会に参集した者は、本検討会で知ることの

できた秘密を漏らしてはならない。また、検討会終了後も同様とする。 

⑶   本検討会の参集及び運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

職業病認定対策室で行う。 

⑷   本要綱に定めるもののほか、本検討会に関し必要な事項は、本検討会において定め

る。 

 

附則 本要綱は、平成25年４月11日から施行する。 
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